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序 文

恵庭市は、北海道の中南部に広がる石狩平野の南、道央圏の中央に位置しておりま

す。「水と緑と花」をキーワードに、人がふれあう生活都市を目指すまちづくりが進め

られてきております。

恵庭市は、漁岳に源を発する漁川という市内最大の河川に加え、多くの小河川が流

れているまちです。特に島松川、ルルマップ川、柏木川、茂漁川、ユカンボシ川、旧

カリンバ川の小河川流域には遺跡が集中していることで知られ、埋蔵文化財包蔵地は、

が確認されております。

史跡カリンバ遺跡は、当市の黄金地区に位置し、平成 年に発掘調査が行われまし

た。平成 年に国の史跡指定を受け、平成 年に代表的な副葬品が重要文化財指定

され、平成 年にはその他の出土物も市の有形文化財指定を受けております。まさに

恵庭市を代表し、またわが国を代表する縄文遺跡であります。

黄金地区は、住宅団地開発が進み、めまぐるしく発展をしている地域です。史跡カ

リンバ遺跡は、この地区の開発途上のさなか、団地中央通りという市道を建設するた

め、発掘調査が行われ、保存と整備の歩みが始まりました。

史跡は住宅地の中にあり、周辺には 恵庭駅、また北海道文教大学が隣接、北側に

は国道 号線が走り沿道の一角は商業地区が形成されています。その意味で、史跡は、

住宅都市環境の中にあるといえます。しかし、史跡の中に一歩足を踏み入れると、こ

の地区のかつての豊かな自然、歴史の流れを垣間見ることができます。特に、史跡の

低湿地は、旧カリンバ川の自然の面影を残しております。史跡を訪れるたびに、地中

に眠る遺構や遺物、また植生を含めた自然環境をぜひ守り続けていきたいという強い

気持ちをあらたにします。

このたび、史跡カリンバ遺跡を次世代へ継承していくため、保存管理の指針として

「保存管理計画」を策定いたしました。平成 年度に「史跡カリンバ遺跡保存管理計

画策定委員会」を設置、平成 年度及び 年度の 年間にわたり検討を進めてまい

りました。保存管理計画書が刊行されることで、史跡カリンバ遺跡が恵庭市の歴史的

文化遺産として、地域の誇りとなっていくことを望んでおります。

最後になりますが、本書策定にあたりご尽力いただきました保存管理計画策定委員

会委員各位をはじめ、文化庁、北海道教育委員会、関係各位に厚くお礼申しあげます。

平成 年３月

恵庭市教育委員会

教育長 松本 博樹
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例 言

１．本書は北海道恵庭市黄金中央５丁目 －７・ － 及び黄金南５丁目 －２に所

在する史跡カリンバ遺跡の保存管理計画書である。

２．本書は事務局作成の素案を史跡カリンバ遺跡保存管理計画策定委員会において検討・

答申を経て、恵庭市教育委員会教育長が決定したものである。

３．本計画策定にあたっては、史跡カリンバ遺跡保存管理計画策定委員会を組織し、その

指導のもとに行った。委員及びオブザーバーは以下の通りである。

委員長 畑 宏明（財団法人北海道埋蔵文化財センター常務理事）

副委員長 山田 悟郎（北海道開拓記念館学芸員）

委員 岡田 宏一（社団法人恵庭観光協会事務局長）

神長 敬（株式会社ＫＩＴＡＢＡ取締役）

棚田 清隆（黄金東町内会長）

松村 博文（札幌医科大学医学部准教授）

オブザーバー 山下信一郎（文化庁記念物課文化財調査官） 
長沼 孝（北海道教育庁文化スポーツ課主幹）

田才 雅彦（北海道教育庁文化スポーツ課主査）

西脇対名夫（北海道教育庁文化スポーツ課主任）

重本 徹（恵庭市建設部管理課長）

浅香 正人（恵庭市教育委員会施設課長）

４．事務局体制

恵庭市教育委員会

教育長 松本 博樹

教育部長 北林 剛

図書館長（次長） 国司 昌幸

郷土資料館長 田嶋 弘美

郷土資料館主査 髙橋 正彰

郷土資料館主査 上屋 真一（事業担当者）

郷土資料館学芸員 長町 章弘（事業担当者）

５．本計画策定にあたっては、下記の方々及び機関のご協力、ご助言をいただいた（順不

同、敬称略）。

石井淳平（厚沢部町教育委員会）、角田隆志（洞爺湖町教育委員会）、土肥研晶（財団

法人北海道埋蔵文化財センター）、堀本宏・森田平久・山本千秋・河上清一・熊谷勲（登

別市キウシト湿原の会）
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Ⅰ章 計画策定の目的

１．計画策定の目的

保存管理計画は、史跡を適切に保存し次世代へと確実に伝達していくために、史跡の本

質的価値と構成要素を明確化し、それらを適切に保存・管理していくための基本方針、方

法、現状変更等の取扱基準の策定等を目的として作成するものである。

恵庭市教育委員会（以下「市教委」とする）は、将来にわたる史跡の保存管理や整備事

業の実施にあたって、万全を期すため、保存管理計画を策定する。

２．計画策定に至る経緯

（１）指定に至る経緯

史跡カリンバ遺跡（図１）は、昭和 （ ）年度から （ ）年度にかけて、札幌

大学によって学術調査され、擦文時代の竪穴住居跡、近世の濠状遺構等が確認された（木

村英明 ）。

その後、平成 （ ）年度に 恵庭駅の東側を開発する黄金土地区画整理事業の中で

計画された市道団地中央通建設に伴い、市教委が約 ㎡の発掘調査を実施した。調査

の結果、縄文時代早期からアイヌ文化期に至る各時期の遺構・遺物が検出されたが、なか

でも縄文時代後期から晩期にかけての遺構・遺物が多く、竪穴住居跡４基、土坑・土坑墓

約 基、焼土多数を検出した。縄文時代後期後葉から晩期初頭にかけての土坑墓からは

漆塗装身具や玉が確認され、特に４基の合葬墓からは多数の副葬品がみつかった（市教委

）。合葬墓４基のうち３基は、現地から切り取り埼玉県川口市の民間研究所へ移し、

室内で発掘調査を行った。発掘区域は調査後市道団地中央通として造成されたが、漆塗装

身具や玉等が多量に副葬された合葬墓は縄文時代で最も豪華な墓と言われ、全国的に注目

を集めた。

そこで市教委は、平成 （ ）年度に遺跡の内容確認と保存を適切に行い、かつ将来

の史跡整備を目的とした「カリンバ３遺跡（現「カリンバ遺跡」）整備検討委員会」を設置

した。史跡整備は、埋蔵文化財の保存と活用だけにとどまらず、恵庭市のまちづくりの目

標を定めた総合計画を始め、都市計画マスタープラン、環境基本計画、緑の基本計画等と

密接に関連する。史跡整備をこのような各種計画に関係する事業と位置付けながらも、計

画の独自性・主体性をもった事業として推進するため、専門家による助言や市民からの意

見を幅広く取り入れていく必要があった。このような考え方に基づいて平成 （ ）年

の史跡指定まで同委員会を組織した。その構成委員は以下の通りである（肩書きは当時）。

委員長 木村 英明（札幌大学教授）

副委員長 沢田 正昭（独立行政法人奈良文化財研究所埋蔵文化財センター長）

委員 佐藤 一夫（苫小牧市博物館長）

佐原 真（独立行政法人歴史民俗博物館長）

野村 崇（北海道開拓の村学芸課長）

協力委員 岡村 道雄（文化庁記念物課主任文化財調査官）

坂井 秀弥（文化庁記念物課主任文化財調査官）
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史跡カリンバ遺跡

恵庭市

0 1000 2000 3000ｍ 

図１　史跡カリンバ遺跡の位置（国土地理院発行５万分の１地形図「恵庭」に加筆）
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畑 宏明（北海道教育庁文化課主幹）

オブザーバー 田才 雅彦（北海道教育庁文化スポーツ課主査）

また市教委は、平成 年度の調査区外に同種の合葬墓が存在する可能性が高いことから、

同委員会による調査方法・内容等の検討を経ながら、平成 ～ （ ）年度まで詳細分

布調査を計画した。詳細分布調査で計 か所のトレンチを掘開した結果、竪穴住居跡

基、土坑・土坑墓 基、周堤墓１基、盛土遺構１基、Ｔピット２基、焼土 基等を確

認した。平成 年度調査と同様な合葬墓は確認されなかったが、縄文時代後期後葉から晩

期初頭にかけての漆塗装身具や玉等の副葬品を伴う可能性が高い土坑墓が多数確認された

（市教委 ・ ）。

こうしてカリンバ遺跡は、縄文時代後期中葉から晩期前葉にかけての墓域を主体とする

遺跡で、多量の漆塗装身具が検出された段丘上の土坑墓群と、生活・作業空間として機能

していた低地部がセットで残されていることが判明した。このことにより、カリンバ遺跡

は、縄文時代後期から晩期にかけての埋葬習俗、装身文化、漆工技術等を考える上で極め

て貴重な遺跡であることが確認でき、平成 年７月の恵庭市から文部科学大臣への史跡指

定申請書の提出後、文化審議会での審議を経て、平成 年３月に国の史跡に指定された。

（２）指定書及び官報告示の内容

指定通知（平成 年３月２日付け 庁財第 号）

本文：文化財保護法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、下記１の記

念物を下記２によって史跡に指定します。

１（１）名称 カリンバ遺跡

（２）所在地及び地域 官報告示写しの通り

２（１）指定理由

ア 基準：特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準（昭和 年

文化財保護委員会告示第２号）史跡の部一による。

イ 説明：北海道を代表する縄文時代後期後半から晩期初頭の大規模な墓地であ

り、豊富な副葬品を持つ土坑墓群や数多くの合葬墓は縄文時代の埋葬習

俗、装身文化、漆工技術を考える上で極めて重要である。

（２）官報告示（平成 年３月２日付け文部科学省告示第 号）

本文：文化財保護法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、

次の表に掲げる記念物を史跡に指定する。
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地
域

（３）指定から計画策定に至る経緯

平成 （ ）年３月２日の史跡指定後、市は平成 （ ）年１月から 年 月に

かけて史跡指定地 ㎡と隣接する史跡関連用地 ㎡を購入した。さらに、

合葬墓３基から出土した漆塗装身具・玉・サメ歯等の副葬品 点は、「赤漆によって塗彩

された櫛・紐等の装飾品はデザインも多様で量も多い。縄文時代の彩漆技術の高さ・葬法

の実態を知るうえで貴重である」として、平成 年６月９日付けで国の重要文化財に指定

された。

市教委は、平成 年度から （ ）年度にかけて、史跡整備基本計画の策定、整備事

業、整備後の公開と活用、まちづくり等総合的な事業推進を目的に「カリンバ遺跡整備計

画策定委員会」を組織した。その構成委員は以下の通りである（肩書きは当時）。

委員長（平成 年度まで） 木村 英明（札幌大学教授）

（平成 年度） 畑 宏明（財団法人北海道埋蔵文化財センター常務理事）

副委員長 佐山さつき（オフィス ）

委員 泉 健司（エヌエス環境株式会社札幌支店長）

岡田 宏一（社団法人恵庭市観光協会事務局長）

神谷 忠孝（北海道文教大学外国語学部長）

時任 生子（フリーランスコンサルタント）
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史跡指定地
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図２　史跡指定地（S＝1/2,500）
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図３　史跡指定地　国土座標による実測図（S=1/2,000）と求積表
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中島 勝利（社団法人恵庭市観光協会事務局長）

中村 哲泰（恵庭市文化協会）

若濱 五郎（恵庭市文化財保護委員長）

オブザーバー 田才 雅彦（北海道教育庁文化スポーツ課主査）

これに並行して、市民による整備と活用をテーマにしたワークショップを開催し、幅広

い意見の徴収に努めた。またフォーラム、講演会、展示会等も実施し、史跡整備の方向性

等についてもさまざまな意見を集約し、計画策定の参考とした。それらの意見をみると、

史跡の整備は地域に密着したものであることを望む声が多く出され、市内部においても、

それらの意見を踏まえて関係部局との調整会議を行った。

平成 年６月には整備の基本方針及びその手法の概略、解決すべき課題等についてまと

めた「史跡カリンバ遺跡整備基本構想」を策定した（市教委 ）。

そして平成 （ ）年度以降は、史跡を適切に保存管理していくための基本方針、方

法、現状変更等の取扱基準の策定等を明記した「史跡カリンバ遺跡保存管理計画」を作成

することとした。

なお史跡指定時、史跡西側 ㎡は財団法人恵庭市振興公社の所有地で住所が黄

金町、史跡東側 ㎡は恵庭市黄金土地区画整理組合の管理地で住所が黄金町と戸

磯にまたがっていた。だが、その後市が史跡指定地と周辺地域を購入したことによる土地

所有権の移転や住所変更等により、現在史跡の所在地は西側が黄金中央５丁目 －７・

－ 、東側が黄金南５丁目 －２になる（図４）。登記台帳における現在の地目であるが、

史跡指定地は全て雑種地、周辺地域のうち黄金中央５丁目 －６・ － と黄金南５丁

目 －１・３・４が雑種地、黄金南６丁目１－１が公園となっている。またこれらの土地

は全て恵庭市が所有している。

0 50 100ｍ 

図４　史跡指定地と周辺地域の現住所（S=1/4,000）

史跡指定地

周辺地域

黄金中央５丁目 216-７

黄金中央５丁目 216-６ 黄金南５丁目 12-１

黄金南５丁目 12-２ 黄金南５丁目 12-３

黄金南５丁目 12-４

黄金南６丁目１-１

黄金中央

５丁目 196-12

黄金中央

５丁目 196-13
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（４）史跡カリンバ遺跡の沿革

史跡カリンバ遺跡の詳細な沿革は表１の通りである。

年 月日 内容

昭和

51年

札幌大学木村英明教授による最初の発掘調査。遺跡を城遺跡と命名。擦文時代前期

の竪穴住居跡などを調査。昭和59年まで計４回実施。

昭和

58年

遺跡名を城遺跡からカリンバ３遺跡に変更。大学誘致と恵庭市長期計画に伴う試掘

調査を実施。

５月10日～11月30日
黄金土地区画整理事業に伴う市道団地中央通建設予定地約3,000㎡の発掘調査を実

施。

７月～８月 漆塗の櫛・腕輪、玉などを多数副葬した大型合葬墓（30号）を調査。

９月 漆塗の櫛・腕輪、玉などを多数副葬した合葬墓３基（118・119・123号）を検出。

10月30日 現地説明会を開催。

11月５日
国立歴史民俗博物館長（当時）佐原真氏が現地視察し、合葬墓を切り取り、室内で

調査する必要性を説く。

11月11日
文化庁記念物課主任文化財調査官（当時）岡村道雄氏の合葬墓、漆製品の取扱いに

関する現地指導。

11月13日
奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター長（当時）沢田正昭氏の漆製品保存処

理、土坑墓の切取りなどに関する現地指導。

11月21日～24日
遺跡から合葬墓３基を切り取り、奈良市へ運搬。翌春、埼玉県川口市の（株）東都

文化財保存研究所へ移送。

11月26日～12月24日 恵庭市役所ロビーで写真速報展を開催。

12月 市民サークル「カリンバの会」が発足。

３月 123号土坑墓の室内調査を実施。

４月６日 木村英明教授が恵庭市民会館で講演。テーマは「遺跡の宝庫・恵庭を語る」。

５月10日～６月30日
第１次詳細分布調査。平成11年度発掘調査区東側において縄文時代後期～晩期の土

坑墓を多数検出。

６月22日 123号土坑墓のレプリカと副葬品を文化庁主催の全国巡回展に出品。

７月～13年３月 119号土坑墓の室内調査実施。

11月16日
（株）東都文化財研究所で室内調査結果を記者発表。黒氏恵庭市長（当時）と国立

歴史民俗博物館長（当時）佐原真氏が同席。

２月10日

第１回カリンバ３遺跡整備検討委員会議を開催。委員長は木村英明氏、副委員長は

沢田正昭氏、委員は佐原真、野村崇、佐藤一夫の各氏。同日、市民会館中ホールで

佐原真氏の記念講演「アクセサリー　大昔から将来まで」を開催。

５月15日～12月27日 恵庭市郷土資料館において「カリンバ３遺跡速報展示会」を開催。

６月～９月 118号土坑墓の副葬品と布目痕の調査を実施。

７月16日～９月30日 第２次詳細分布調査。縄文時代後期後葉～晩期の土坑墓群を検出。

２月１日 恵庭市恵み野にあるRBパークに「カリンバ３遺跡展示室」を開設。

５月13日～７月31日
第３次詳細分布調査。段丘面と低地面を調査。低地面から土坑・焼土、漆製品・サ

メ歯・玉・土器片などを検出。

７月29日
東京でカリンバ３遺跡土坑墓分析者会議を開催。各専門家による分析結果報告。出

席者は岡村道雄、金原正昭、木村英明、小林幸雄、沢田正昭、茂原信生の各氏。

10月 図録「カリンバ３遺跡」発行。

12月10日～23日
北海道立文学館(札幌市)で移動展を開催。札幌大学木村英明教授の講演会「古代人

のオシャレとカリンバ３遺跡」を開催。

１月９日～10日 文化庁記念物課主任文化財調査官坂井秀弥氏の現地指導。

５月12日～７月31日

第４次詳細分布調査。段丘面と低地面を調査。段丘面の広い範囲から遺構を確認。

低地面で貯蔵穴・柱穴・焼土などを検出。文化庁記念物課主任文化財調査官坂井秀

弥氏の現地指導。

12月20日～26日 北海道立文学館（札幌市）で２回目の移動展を開催。

表１　史跡カリンバ遺跡の沿革

平成

11年

平成

12年

平成

13年

平成

14年

平成

15年
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年 月日 内容

６月22日 第９回カリンバ３遺跡整備検討委員会議を開催。

７月２日 恵庭市より文部科学大臣宛て史跡指定申請書提出。

７月24日～10月24日 118号土坑墓のレプリカと漆製品・玉をドイツで開催された展示会に出品。

11月19日 文化審議会によるカリンバ遺跡の史跡指定答申。

３月２日 カリンバ遺跡が国の史跡に指定される。市内各施設で指定記念速報展を開催。

３月27日 恵庭市恵み野にあるRBパークの「カリンバ遺跡展示室」を閉鎖。

５月１日 恵庭市郷土資料館でカリンバ遺跡の展示を開始。漆製品を恒温恒湿庫で保管。

８月18日 第１回カリンバ遺跡整備計画策定委員会議を開催。

11月５日
市民フォーラム「カリンバ遺跡を考える市民の集い」を開催。基調講演は高島忠平

氏、事例発表は泉健司、大島直行、工藤竹久の各氏。

１月～19年10月 史跡指定地42,614.73㎡と隣接する土地10,923.15㎡を市が購入。

４月 市民サークル「縄文アクセサリーの会」が発足。

６月９日 合葬墓３基の副葬品397点が国の重要文化財に指定される。

７月 写真集「カリンバ遺跡重要文化財」を発行。

11月18日
文化庁美術学芸課主任文化財調査官土肥孝氏の史跡整備講演会「アクセサリーと縄

文文化」を開催。

３月 第２回カリンバ遺跡整備計画策定委員会を開催。

６月 118号土坑墓の漆製品保存修理と複製品作製を開始。

６月16日 史跡指定地と周辺地域の住所が黄金町、戸磯から黄金中央、黄金南に変更。

10月26日
(財)北海道埋蔵文化財センター常務理事畑宏明氏の史跡整備講演会「カリンバ遺跡

の活用」を開催。

12月１日～９日 紀伊国屋書店札幌本店において移動展「カリンバ遺跡と柏木Ｂ遺跡展」を開催。

５月 カリンバ遺跡出土品696点を恵庭市文化財に指定。

６月 「史跡カリンバ遺跡整備基本構想」を策定。

５月２日～17日 春の特別展「カリンバ遺跡重要文化財特別公開2009春」を開催。

７月９日 第１回史跡カリンバ遺跡保存管理計画策定委員会議を開催。

10月28日 第２回史跡カリンバ遺跡保存管理計画策定委員会議を開催。

10月31日～11月15日 秋の特別展「カリンバ遺跡重要文化財特別公開2009秋」を開催。

３月18～19日
文化庁記念物課文化財調査官山下信一郎氏が来恵し、史跡カリンバ遺跡保存管理計

画を指導。

３月25日 第３回史跡カリンバ遺跡保存管理計画策定委員会議を開催。

５月15日 史跡周辺住民と事務局が登別市キウシト湿原を視察。

７月22日 第４回史跡カリンバ遺跡保存管理計画策定委員会議を開催。

11月８日～12月12日 史跡カリンバ遺跡保存管理計画のパブリック・コメントを実施。

第５回史跡カリンバ遺跡保存管理計画策定委員会議を開催。

平成

22年

平成

23年

平成

16年

平成

17年

平成

18年

平成

19年

平成

20年

平成

21年

２月３日

３．保存管理計画策定事業実施体制及び活動報告

（１）史跡カリンバ遺跡保存管理計画策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 史跡カリンバ遺跡の恒久的な保存管理のために必要な計画を策定するため、史跡

カリンバ遺跡保存管理計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（会務）

第２条 委員会は、史跡カリンバ遺跡の保存管理計画の策定に関して審議を行うものとす

る。

（組織）

第３条 委員会は、委員６人以内をもって組織する。

２ 委員は、学識経験者、教育関係者および地元代表者のうちから市教委教育長が委嘱す
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る。

３ 委員会には、若干名のオブザーバーを置くことができる。

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱した日から保存管理計画の策定が終了した日までとする。

（委員長等）

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定め、副委員長

は、委員長が指名する。

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

（会議）

第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、市教委郷土資料館において処理する。

（そのほか）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に市教委教

育長が定める。

附 則

１ この要綱は、平成 年７月９日から施行する。

２ 最初に開催される委員会の会議は、第６条の規定に関わらず、市教委教育長が招集

する。

（２）活動報告

開催回 日時 内容

第１回
平成21年
７月９日（木）

委嘱状の交付
委員長・副委員長の選出
議事１　史跡カリンバ遺跡の概要と経過報告について
史跡カリンバ遺跡現地視察
議事２　史跡カリンバ遺跡保存管理計画（案）について

第２回
平成21年
10月28日（水）

議事１　策定スケジュールについて
議事２　史跡カリンバ遺跡保存管理計画（案）について

第３回
平成22年
３月25日（木）

議事１　世界文化遺産タイ国バーンチェン遺跡の保存と整備について
議事２　市民参加による管理運営について
議事３　北海道における史跡整備状況について
議事４　史跡カリンバ遺跡保存管理計画（案）について

第４回
平成22年
７月22日（木）

報告１　史跡及び史跡関連用地周辺の状況について
報告２　登別市キウシト湿原の会視察結果について
議事　史跡カリンバ遺跡保存管理計画（案）について

第５回
平成23年
２月３日（木）

報告　パブリック・コメントの実施結果について
議事１　史跡カリンバ遺跡保存管理計画（案）について
議事２　パブリック・コメント協議

表２　史跡カリンバ遺跡保存管理計画策定委員会活動内容


